
令和２年 8 月 11 日 
 
各保健所設置市薬務主管課長 様 

 
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課長 

 
神奈川県薬局感染拡大防止対策事業費補助について（通知） 

 

本県の薬務行政につきまして、日頃より御理解と御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

さて、本県では、国の令和 2年度第 2次補正予算を踏まえ、薬局において、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のために行う対策に要する費用に対し補助を行うこととしました。 

つきましては、別添のとおり、各薬局開設者あて、当該補助金の交付申請について案内を送

付しましたので、御承知おきくださるようお願いします。 

なお、今後、県ホームページに、補助金の手続き等に関する情報を随時掲載する予定です。 

【県ホームページ】 

ＵＲＬ：http://www.pref.kanagawa.jp/docs/n3x/covid19_yakkyoku2.html 

ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医薬品 > 新型コロナウイルス感染症対策に係

る国の令和 2年度第 2次補正予算を踏まえた薬局等への支援について 

また、貴市あてに当該補助金に関する問合せがありましたら、恐れ入りますが、次のコール

センターを御案内くださるようお願いします。 

【コールセンター】 

１ 県薬局感染拡大防止対策事業費補助に関すること 

県ナビダイヤル ０５７０－０３３－１６０（８月 12日から・平日 10:00～17:00） 

２ 制度全般に関すること 

厚生労働省医政局新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金コールセンター 

   ０１２０－７８６－５７７（平日 9:30～18:00） 

 

 

問合せ先 

献血・薬物対策グループ 

電話 045-210-4964 

yakutai.68@pref.kanagawa.lg.jp 
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薬第 2023 号 
令和２年 8 月 11 日 

 
各薬局開設者 様 

 
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課長 

（公 印 省 略） 
 

神奈川県薬局感染拡大防止対策事業費補助について 
 
本県の薬務行政につきまして、日頃より御理解と御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 
さて、本県では、国の令和２年度第２次補正予算を踏まえ、薬局において、新型コロナウイルス

感染拡大防止のために行う対策に要する費用に対し補助を行うこととしました。 
当該補助金の交付を希望される場合は、次の内容を御確認のうえ、交付申請を行っていただくよ

うお願いします。 
なお、今後、県ホームページに、補助金の手続き等に関する情報を随時掲載する予定です。 

 県ホームページ 

ＵＲＬ：http://www.pref.kanagawa.jp/docs/n3x/covid19_yakkyoku2.html 

ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医薬品 > 新型コロナウイルス感染症対策に係る国の

令和２年度第２次補正予算を踏まえた薬局等への支援について 
 

【補助の対象等】 

 １ 補助対象薬局 

   保険薬局 

 

 ２ 補助対象経費（考えられる取組の例） 

※ 感染拡大防止対策を目的とする経費が補助対象となり、その他の目的で使用するものなど

は対象となりません。 
(1) 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備 

(2) 発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しないような、動線の確

保やレイアウト変更、薬剤交付順の工夫等 

(3) 電話等情報通信機器を用いた服薬指導や薬剤交付等ができる体制の確保 

(4) 薬局内での混雑を生じさせないような、事前の予約や掲示等及び患者に対する適切な薬局

内での対応の周知及び協力依頼 

(5) 感染防止のための個人防護具等の確保 

(6) 医療従事者の院内感染防止対策（研修、健康管理等） 
※ 診療報酬等を請求できる費用については対象外となります。なお、同封の「感染拡大防止対

策対象内容の例」や、厚生労働省作成「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関する

Ｑ＆Ａ」を御参照ください。 

厚生労働省ホームページ「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」について 
ＵＲＬ： 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kansenkakudai
boushi_shien.html 
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 重要なお知らせ 
>「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kansenkakudaiboushi_shien.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kansenkakudaiboushi_shien.html
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３ 補助対象期間 

納品及び支出が行われた期間が令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 
 
４ 補助基準（上限）額 

 １施設あたり７０万円 
※ 実績報告において感染拡大防止対策の目的でない費用が含まれていた場合や、概算で交付

した補助金額が交付すべき確定額を上回るときは、その額を返還していただくこととなりま

すので、御注意ください。 
 
【申請手続きの概要】 

１ 申請の流れ 

 

手順１：補助金申請用エクセルファイルを取得 
県のホームページで取得する 

       （検索エンジンでの検索・・・ 神奈川県 薬局 コロナ と検索） 

 

手順２：補助金申請データの作成 
手順１で取得したエクセルファイルに必要事項を入力し申請データを作成する 

 

手順３：補助金申請書を「神奈川県国民健康保険団体連合会」（以下「県国保連合会」

という。）に提出する 
 

≪申請書の入手方法≫ 
   ○ 県ホームページから所定の様式をダウンロードしてください。 

※ 申請様式にはマクロが組まれていますので、シートの追加や削除は絶対に行わないで

ください。 
   ○ 紙媒体申請をご希望で様式のダウンロードができない場合、県ナビダイヤルまでお問い

合わせください。 
 

≪申請方法及び申請先≫ 
  ①オンライン請求システム ②Web 申請受付システム（無料） 

③電子媒体(CD-R 等)の郵送 ④紙媒体(書面)の郵送 
※ ①～④全て県国保連合会に申請 

〇 配達誤り、配達事故、配達中の破損等の可能性もありますので、円滑な手続のため、   

原則として①または②による申請をお願いします。 

〇 ただし、申請時点において、すでに感染防止対策事業が完了している（補助対象となる

事業の金額が補助の上限額を超えている）場合は、神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課

が申請先となります。具体的な申請方法については、今後、県ホームページにおいてお知

らせします。 
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≪オンライン及び Webによる申請方法≫ 

    ○ オンライン …県国保連合会「オンライン請求システム」に申請書をアップロードし

て申請 
          ※ オンライン請求システムの申請方法の手順書はオンライン請求システム

のトップページの「マニュアル」に掲載しております。また、問い合わ

せ窓口のヘルプデスクは同じくトップページの「システムに関するお知

らせ」に掲載を予定しております。（８月上旬予定） 
 
    ○ Web    …「Web 申請受付システム（無料）」に申請書をアップロードして申請 
          ※ Web 申請受付システムの申請方法の手順書は Web 申請受付システムの

トップページ（県 HP や県国保連合会 HP からリンク）に掲載しており

ます。また、問い合わせ窓口のヘルプデスクも同サイトに掲載しており

ます。 
 

≪電子媒体及び紙媒体による申請の場合の注意点≫ 

〇 封筒の表面に「緊急包括支援交付金申請書在中」と朱書きしてください。 
〇 調剤報酬等の請求の封筒に同封するなど、他の請求媒体と混在することは絶対にしない

でください。 
〇 電子媒体（CD-R 等）による申請の場合は、CD-R 等の表面に保険医療機関コード等及び

保険医療機関等名に加えて、「医療・感染拡大防止等支援事業」と必ず油性マジックで明記

してください。 
〇 電子媒体（CD-R 等）による申請の場合は、診療報酬等の電子媒体とは必ず別の電子媒

体で提出してください。 
〇 システム上、平素の診療報酬等請求に係る電子媒体（CD-R 等）に本事業の申請書ファ

イルが誤って格納された場合、申請書ファイルを検出することはできず、本事業の申請あ

りとはみなされません。 
逆に本事業の申請書の電子媒体（CD-R 等）に誤って平素の診療報酬等請求に係るファ

イルが誤って格納された場合も、診療報酬等の請求ファイルを検出することができず支払

いができません。 
〇 これら誤格納によって生じた補助金の支払遅延／不能や、診療報酬等の支払遅延につい

て県や県国保連合会は責任を負いかねますので御注意ください。 
〇 システム上、一度県国保連合会に提出された電子媒体（CD-R 等）及び紙媒体の差し替

えは困難です。十分確認の上御提出ください。 
〇 申請誤り、申請漏れ、重複請求等に気が付かれた場合は、県ナビダイヤルに御相談くだ

さい。 
≪電子媒体及び紙媒体による申請書の郵送先≫ 

〒220-0003 横浜市西区楠町 27番地 1 神奈川県国民健康保険団体連合会 
 
２ 申請受付期間 

   令和２年８月 15日から令和２年 12月末（原則） 

   ※ 令和３年２月末まで申請自体は可能ですが、速やかに交付等を行うため、原則として 

令和２年 12月末までに御提出いただきますようお願いいたします。 
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  〇各提出方法の受付期間 
     ＜オンライン請求システム＞ 

  毎月 15日から末日（土日祝日含む） 午前８時～午後９時 

＜Web申請受付システム＞ 

毎月 15日から末日（土日祝日含む） 午前８時～午後９時 

＜電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）または紙媒体＞ 

毎月 15日から末日必着（土日祝日除く） 
 
※ 今年度中に１回のみ申請が可能です。 
※ 上記各期の区分は便宜上のもので、いずれの時期の申請であっても有利不利はありませ

ん。但し、書類不備等で今年度内に申請受付が完了しない場合、支給ができなくなりま

す。 
※ 当月分扱いは月末必着です。なお、通常の県国保連合会への診療報酬の請求との混同を

避けるため、各月１日から 14日までは申請を受け付けておりませんので、御注意くださ

い。 
 
３ 給付方法 

  県国保連合会を経由して県国保連合会に登録されている口座あて給付します。 

  ※ 県国保連合会に登録されている口座が債権譲渡されている場合には、給付方法が異なりま

すので、別途県ナビダイヤルまで御連絡ください。 

 

４ 給付日 

申請受付日の翌月末（目安）に給付します。（申請受付の集中や書類不備等があった場合は除く） 
 

  ≪給付の振込確認に係る注意事項≫ 

毎月月末までに県国保連合会に提出された申請書に対して、書類不備等が無ければ翌月の月

末までに県国保連合会から「振込通知」が送付される予定です。ただし、申請内容の確認のた

め、状況によっては翌々月末に通知を送付することもあります。そのため、この通知が翌々月

末までに届かなかった場合は、県ナビダイヤルに問い合わせてください。なお、県薬務課から

は別途「交付決定通知」が送付されます。 

※交付決定通知の送付は時期が若干前後する可能性があります。 
 
 ５ 実績報告 

   支払いを証する書類（領収書等）などを添付し、事業完了の日から１か月以内又は令和３年

４月５日のいずれか早い日までに報告していただく必要があります。 

   ※ 必要書類等詳細については、今後、県ホームページにおいてお知らせします。 
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【問合せ先：コールセンター】 

１ 県薬局感染拡大防止対策事業費補助に関すること 

[県ナビダイヤル] ０５７０－０３３－１６０（８月 12日から・平日 10:00～17:00） 

 

２ 制度全般に関すること  

[厚生労働省医政局新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金コールセンター] 

        ０１２０－７８６－５７７（平日 9:30～18:00） 

 
【送付資料】 
・「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」のご案内（厚生労働省作成パンフレット） 
・厚生労働省作成「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するＱ＆Ａ」の抜粋 
・感染拡大防止対策対象内容の例 
 
 
 
 
 
 

 

（「業種別チェックリスト」及び「感染防止対策取組書」について） 

県では、事業者の皆様の取組を応援するツールとして、業種別の「業種別チェックリスト」を作

成するとともに、「感染防止対策取組書」の発行を行っております。 
すでに独自の感染防止対策を講じていらっしゃると考えておりますが、県のマークが入った取組

書を掲示することで、来局される方に、より安心していただけると考えられますので、ぜひ御活用

くださるようお願いします。 
※県ホームページを御参照ください。 
・神奈川県が作成した業種別チェックリスト（事業活動再開に伴う感染拡大防止対策について） 
⇒https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z7a/guidelines.html 

  ・感染防止対策取組書 
⇒https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0101/ 

本通知担当 
 献血・薬物対策グループ 
 電話 045-210-4964 



【感染拡大防止対策対象内容の例】 

〇令和２年４月１日～令和３年３月 31 日までに納品及び支出した費用が対象となります。  

〇申請は各施設で１回のみです。 

〇実績報告時に領収書等の証拠書類を提出していただきますので、必ず保管しておいてください。 

 内 容 具  体  例 

１ 共通して触れる部分

の定期的・頻回な清

拭・消毒等の環境整

備 

〇消毒剤（アルコール・次亜塩素酸ナトリウム等）の購入費 
〇消毒剤の濃度調整用の滅菌精製水・容器の購入費 
〇清掃用洗剤（住宅用合成洗剤等）購入費 
〇ペーパータオル・ゴム手袋・雑巾の購入費 
〇エアコンクリーニング代 

２ 発熱等の症状を有す

る新型コロナ疑い患

者とその他の患者が

混在しないよう、動

線の確保やレイアウ

ト変更、薬剤交付順

の工夫等 

〇ビニールカーテン購入費 
〇待合椅子の間隔開けを明示するビニールテープ等材料費 
〇動線確保等のアクリル板等のパーテーションの購入費 
〇患者用の体温計（非接触式体温計等）購入費 
〇体温測定用サーモグラフィー賃借料・購入費 
 
※会計処理で「工事費」として計上する大がかりな工事は対象外です。軽微な工事であれば、「修

繕費」（需用費で申請）として対象となります。 

３ 電話等情報通信機器

を用いた服薬指導や

薬剤交付等ができる

体制の確保 

〇服薬指導等のための通信機器の購入費 
（スマートフォン、携帯電話等） 
 
 

４ 

 

薬局内での混雑を生

じさせないよう、事

前の予約や掲示等 

〇事前予約制度案内リーフレット等作成費 
〇薬局内掲示（黒板、ホワイトボード等）の購入費 

５ 

 

感染防止のための個

人防護具等の確保 

〇マスク購入費 
〇フェイスガード（フェイスシールド）購入費 
〇アイガード（眼鏡・ゴーグル等）購入費 
〇医療用グローブ購入費 
〇防護服（サージカルガウン・アイソレーションガウン・ヘアキャップ等）購入費 
〇白衣クリーニング代 
〇手洗いせっけん（除菌ハンドソープ等）・ペーパータオル購入費 
〇手指用消毒剤ディスペンサー等の購入費 

６ 医療従事者の院内感

染防止対策（研修、健

康管理等） 

〇体温計（非接触式体温計等）の購入費 
〇感染症防止対策研修実施のための会場費・資料等資材費 
〇感染症防止対策研修講師謝金 
〇感染防止対策に関する書籍購入費 
〇薬剤及び金銭等受け渡しのためのトレイ購入費 



７ 

 

その他 〇空気清浄機（HEPA フィルター付き等）の購入費 
〇換気扇の購入費・設置費 
〇換気のための網戸の取り付け購入費 

【注意事項】 

・短期間で感染拡大防止対策の目的を達成し処分することが予定されている設備について

は、購入ではなく、リースでの対応をお願いします。 
 
・実績報告において対象とならない費用が含まれていた場合や、概算交付額が確定額を上回

るときは、その上回る額を返還していただくことになりますので、ご注意ください。 
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○医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

（答） 

○ 「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」

を除き、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用が対象です。 

○ 感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎな

がら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用に

ついて、幅広く対象となります。 

※ 例：清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、

個人防護具の購入等 

（答） 

○ 令和２年４月１日から令和３年３月 31日までにかかる経費が対象となり

ます。 

○ 申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算で申請することも可

能としています。概算で申請した場合、事後に実績報告が必要となるため、

領収書等の証拠書類を保管しておいてください。なお、実績報告において対

象とならない経費が含まれていた場合など、概算で交付した額が交付すべき

確定額を上回るときは、その上回る額を返還していただくこととなります。 

（答） 

○ 申請は各施設で１回のみです。

（答） 

○ 新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組※を行う病院

（医科、歯科）、有床診療所（医科、歯科）、無床診療所（医科、歯科）、薬

局、訪問看護ステーション、助産所が対象となります。 

〇 ただし、保険医療機関でない病院や診療所、保険薬局でない薬局、指定訪

問看護事業者でない訪問看護ステーションは対象外です。 

※ 取組の例（例示であり、これに限られるものではありません）

① 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備

② 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を

１ どのような経費が対象となるのでしょうか。 

２ いつからいつまでの費用が対象となるのでしょうか。 

３ 対象期間中であれば、複数回の申請が可能でしょうか。 

４ どのような施設が補助の対象となるのでしょうか。 

厚労省作成Ｑ＆Ａ（R2.8.3第6版）抜粋
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周知 

③ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在し

ないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など

④ 感染防止のための個人防護具等の確保

⑤ 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保

⑥ 医療従事者の感染拡大防止対策（研修、健康管理等）

（答） 

○ 対象となります。新型コロナ患者の受入れは要件となっていません。

５ 新型コロナ患者の受入れ対応等をしていなくても対象となるのでしょう

か。 



厚生労働省医政局
新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンター
電話番号 03-3595-3317（受付時間は平日9:30～18:00）

｢医療機関･薬局等における感染拡大防止等支援事業｣
のご案内

・新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組※を行う病院・診療
所・薬局・訪問看護ステーション・助産所
※ 取組の例（例示であり、これに限られるものではありません）

① 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
② 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
③ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保

やレイアウト変更、診療順の工夫など
④ 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
⑤ 感染防止のための個人防護具等の確保
⑥ 医療従事者の感染拡大防止対策（研修、健康管理等）

・感染拡大防止対策に要する費用
・院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療

体制確保等に要する費用（｢従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係
る人件費｣は対象外）
※ 経費の例（例示であり、これに限られるものではありません）

清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入 等

病院（医科、歯科） 200万円+5万円×病床数
有床診療所（医科、歯科） 200万円
無床診療所（医科、歯科） 100万円
薬局、訪問看護ステーション、助産所 70万円

病院･診療所･薬局･訪問看護ステーション･助産所の管理者の皆さまへ

新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・
診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して、感染拡大防止
対策や診療体制確保などに要する費用を補助します。

補助上限額

補助の対象機関

補助の対象経費

〈お問合せ先〉

事業の詳細はこちら
➡https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kansenkakudaiboushi_shien.html

緊急包括支援交付金 検索



③ 申請書等を作成します。
〇 次ページを参照して、所定の様式により、申請書及び事業実施計画書を作成し

ます。
〇 申請は1回のみとなります。④ 申請書等を原則としてオンラインにより提出します。
〇 ③で作成した申請書及び事業実施計画書について、各都道府県の国民健康保険
団体連合会（以下｢国保連｣）に原則としてオンラインにより提出します。

⑤ 都道府県が申請内容を確認後、補助金が交付されます。

⑥ 概算額で申請した場合、事後に実績報告を行います。
〇 概算額で申請し、補助金の交付を受けた場合、支出実績が補助金額を超えた際、

又は実績報告の期限（令和3年4月中旬ごろ）が到来した際、都道府県に対して、所
定の様式により実績報告を行います。

〇 実績報告時に支出実績が補助金額に満たなかった場合は、精算を行います。
※ 実績報告の際に領収書等の証拠書類が必要となります。
※ 一部の都道府県では、実績報告の期限が別に定められる場合があります。

補助を受けるための流れ

① 補助の対象機関であるか確認します。
〇 新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組（前ページの取組の例を参

照）を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所が、補助の対象
機関となります。
※ ただし、保険医療機関でない病院や診療所、保険薬局でない薬局、指定訪問看護事業者で
ない訪問看護ステーションは補助の対象外です。

※ ｢新型コロナウイルス感染症を疑う患者の受入れのための救急・周産期・小児医療体制確
保事業｣の支援金と重複して補助を受けることはできません。

② 感染拡大を防ぐための取組を行い、補助の対象経費を計算します。
〇 感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら

地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、
幅広く補助の対象経費（前ページの経費の例を参照）となります。
※ ただし、｢従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費｣は対象外
※ 令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象となりますので、支出済み

の費用だけでなく、申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算額で申請するこ
とも可能です。概算額で申請した場合、事後に実績報告が必要となるため、領収書等の証
拠書類を保管しておいてください。なお、実績報告において対象とならない経費が含まれ
ていた場合など、概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を
返還していただくこととなります。

〇 都道府県が申請内容を確認後に交付決定し、各都道府県の国保連から補助金が
振り込まれます。

※ 以下は標準的な流れになります。都道府県により事務の詳細は異なる可能性があります。詳しくは
各都道府県のホームページ等をご覧ください。



・申請時に必要な書類は、申請書及び事業実施計画書となります。
・以下の厚生労働省ホームページ、各都道府県ホームページ等において、ダウンロードできます。
〔厚生労働省ホームページ〕

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kansenkakudaiboushi_shien.html

申請書及び事業実施計画書の入手・提出方法

・申請書及び事業実施計画書について、原則として、各都道府県の国保連の｢オンライン請求シス
テム｣（毎月の診療報酬請求に使用しているシステム）により提出します。

・オンライン請求システム未導入の医療機関等は、原則として専用の｢WEB申請受付システム｣か
らの申請とし、ネット環境に対応していない場合は、電子媒体(CD等)により国保連に郵送しま
す（電子媒体による提出が困難な場合は紙媒体を郵送）。
※ 一部の都道府県では、補助金の申請・交付窓口が国保連以外となる場合があります。詳しくは各都
道府県のホームページ等をご覧ください。

申請書及び事業実施計画書の入手方法

申請書及び事業実施計画書の提出方法

「申請書」 「事業実施計画書」

提出にあたっての留意事項（提出先が国保連の場合）
・申請方法に関わらず、診療報酬提出時期と重ならないようにするため、申請受付期間は、毎月

15日から月末までの間となります。
・電子媒体や紙で提出する場合は、原則「郵送」とし、通常の診療報酬請求には同封せずに単独
で送付してください。その際、封筒の表面に「緊急包括支援交付金申請書 在中」と朱書きす
るなどしてください。

・電子媒体(CD等)による申請の場合は、診療報酬請求と混同しないよう、申請書を同じ媒体に格
納しないでください。また、郵送する際には、媒体表面に分かりやすく申請の概要（※）を油
性マジック等で明記してください。

※ 申請の概要として、以下の項目を明記してください。
・タイトルに「医療・感染拡大防止等支援事業」と記載。
・「医療機関等コード」と「医療機関等名」を記載。

東京都知事　殿

東京都中央区日本橋〇－〇－〇
医療法人社団〇〇〇　△△△病院

病院長　○○○○

　標記について、次により交付金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。

１　申　請　額 金17,000,000円

令和２年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療機関・薬局等に
おける感染拡大防止等の支援）の交付申請書

２　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療機関・薬局等における
感染拡大防止等の支援）に関する事業実施計画書

令和2年8月1日



Q&A
Q1 どのような費用が対象となりますか。
A1 「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」を除

き、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象と
なります。
※ 経費の例（例示であり、これに限られるものではありません）

清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入 等

Q3 どのような機関が補助の対象となりますか。
A3 新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療

所・薬局・訪問看護ステーション・助産所を対象としています。
※ ただし、保険医療機関でない病院や診療所、保険薬局でない薬局、指定訪問看護事業者でない訪

問看護ステーションは補助の対象外です。
※ ｢新型コロナウイルス感染症を疑う患者の受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業｣

の支援金と重複して補助を受けることはできません。
※ 取組の例（例示であり、これに限られるものではありません）

① 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
② 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
③ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保

やレイアウト変更、診療順の工夫など
④ 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
⑤ 感染防止のための個人防護具等の確保
⑥ 医療従事者の感染拡大防止対策（研修、健康管理等）

Q2 いつからいつまでの費用が対象となりますか。
A2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象となります。

支出済みの費用だけでなく、申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、
概算額で申請することも可能です。概算額で申請した場合、事後に実績報告が
必要となるため、領収書等の証拠書類を保管しておいてください。

Q4 新型コロナ患者の受入れ対応などをしていなくても、対象となりますか。

A4 対象となります。新型コロナ患者の受入れは要件となっていません。

Q5 病院の場合、補助上限額が「200万円＋5万円×病床数」となっていますが、
病床数に制限はありますか。一般病床以外の病床も対象ですか。

A5 病床数の制限はありません。一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結
核病床の許可病床数の合計となります。
なお、原則として令和2年4月1日時点の許可病床数となりますが、増床や新規
開院をしている場合は、「申請を行う日」の許可病床数を用いてください。

Q6  国保連からの振込の場合、どの口座に振り込みされますか。

A6 国保連からの診療報酬の振込用に登録されている口座に振り込まれます。
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